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水
道
管
内
の
水
が
凍
っ
て
し
ま

う
と
、
蛇
口
か
ら
水
が
出
な
く
な

る
ば
か
り
で
な
く
、
水
道
管
が
破

裂
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
特
に

露
出
し
て
い
た
り
、
北
側
な
ど
日

が
当
た
ら
な
い
場
所
、
風
当
た
り

が
強
い
場
所
に
あ
る
水
道
管
に
は

防
寒
対
策
を
し
て
下
さ
い
。

【
防
寒
の
方
法
】

　

図
の
よ
う
に
保
温
材
を
巻
き
、

保
温
材
が
水
で
濡
れ
て
凍
ら
な
い

よ
う
、
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
で
す
き

間
な
く
下
か
ら
巻
き
あ
げ
ま
す
。

【
凍
っ
て
水
が
出
な
い
と
き
は
】

　

凍
っ
て
い
る
場
所
に
タ
オ
ル
等

を
か
ぶ
せ
、
ぬ
る
ま
湯
を
か
け
て

下
さ
い
。
熱
湯
を
直
接
か
け
る

と
、
破
裂
す
る
危
険
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
下
さ
い
。

【
水
道
管
が
破
裂
し
た
と
き
は
】

　

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
の
止
水

栓
を
閉
め
、
お
住
ま
い
の
状
況
に

応
じ
て
左
記
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
一
軒
家
宅
地
内
＝
東
京
都
指
定

給
水
装
置
工
事
事
業
者
へ
。

○
マ
ン
シ
ョ
ン
・
ア
パ
ー
ト
＝
管

理
人
・
大
家
ま
た
は
指
定
さ
れ
て

い
る
連
絡
先
へ
。

○
公
団
住
宅
＝
各
管
理
事
務
所
ま

た
は
指
定
さ
れ
て
い
る
連
絡
先

へ
。

○
都
営
・
公
社
住
宅
＝
町
田
営
業

所
（
11
７
２
９
・
５
８
５
１
）

へ
。

□問
 

給
水
課
11
７
２
１
・
３
２
５
７

①保温材を水道�
　管に巻く�

②ビニールテー�
　プをすき間な�
　く巻く�
　（下から上へ）�

水
道
管
に

水
道
管
に
防
寒
対
策

防
寒
対
策
をを

公
共
汚
水
ま
す
の

点
検
に
伺
い
ま
す

　

下
水
道
部
で
は
、
下
水
道
管
理

区
域
内
の
公
共
汚
水
ま
す
、
お
よ

び
本
管
に
至
る
取
付
管
（
市
の
管

理
部
分
）
の
汚
水
の
汚
れ
を
点
検

し
、
詰
ま
り
等
の
発
生
を
防
い
で

い
ま
す
。

　

身
分
証
明
書
を
携
行
し
腕
章
を

つ
け
た
市
委
託
業
者
が
、
宅
地
内

に
あ
る
公
共
汚
水
ま
す
の
点
検
に

伺
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
こ
の
調
査
で
皆
さ
ん
に
費
用
を

請
求
す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ

ん
。

○
点
検
区
域　

野
津
田
町
１
〜
２

０
１
（　

、　

、　

除
く
）
、
１

３３

３４

３６

８
５
３
〜
１
９
４
２
▽
忠
生
２
丁

目　

、　

、　

、　

と　

、　

、

３０

３１

３２

３３

２６

２８

　

の
一
部
、
３
丁
目
８
、　

、

２９

１１

　

、　

、　

と
６
、
７
、
９
、

１２

２１

２２

　

、　

、　

の
一
部
、
４
丁
目

１３

２０

２３

　

、　

、　

、　

▽
図
師
町
６
〜

２１

２２

２３

２４

９
９
７
、
１
２
２
７
〜
１
４
４

６
、
１
６
１
０
〜
２
０
８
６
、
２

２
０
６
〜
２
２
９
０
、
２
３
３

１
、
２
３
９
６
、
２
４
１
０
、
２

５
５
５
、
２
５
６
２
、
２
５
７

０
、
２
７
２
４
〜
２
８
５
３
、
２

９
５
４
、
２
９
６
０
、
２
９
８

７
、
２
９
９
１
、
３
１
５
４
、
３

１
６
０
、
３
２
１
９
〜
３
４
８
２

▽
上
小
山
田
町　

、　

、　

、

２０

２１

２８

　

、　

、　

、　

、　

、　

、
１

２９

３０

４２

５５

６１

６２

２
９
〜
１
８
６
、
４
０
０
、
４
２

９
、
４
３
９
〜
４
５
３
、
４
６

５
、
４
６
９
、
４
７
１
、
４
７

２
、
４
７
９
、
４
９
７
、
４
６
２

（
一
部
）
▽
下
小
山
田
町　

〜
６０

　

、
１
６
６
、
１
６
９
、
１
７

８２１
、
１
９
５
、
２
０
０
、
２
０

５
、
２
１
４
、
２
１
５
、
７
７
９

〜
８
２
３
、
８
２
５
、
８
２
６
、

８
４
１
、
１
０
２
０
、
１
１
０
１

〜
１
２
２
９
、
１
４
１
４
、
１
５

０
７
、
１
５
７
９
、
２
７
２
０
〜

２
７
６
２
、
２
８
９
５
〜
３
１
１

８
、
３
２
１
０
、
３
３
１
５
、
３

３
５
１
、
３
３
５
２
、
３
３
６

７
、
３
３
６
８
、
４
０
０
２
〜
４

０
１
６

○
点
検
期
間　

１
月　

日
〜
３
月

１４

　

日
（
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

３１○
点
検
時
間　

午
前
８
時　

分
〜

３０

午
後
５
時

□問
 

工
務
課
11
７
２
０
・
１
８
２
２

　

リ
サ
イ
ク
ル
広
場
は
、
今
ま
で

ご
み
に
し
て
い
た
も
の
の
中
か

ら
、
再
資
源
化
で
き
る
も
の
を
分

別
し
て
持
ち
込
む
広
場
で
す
。
多

く
の
方
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

○
開
催
日　

１
月　

日
〜
３
月　

１９

２９

日
の
毎
週
土
曜
日

○
時
間　

午
前　

時
〜
午
後
３
時

１１

○
会
場　

町
田
リ
サ
イ
ク
ル
文
化

セ
ン
タ
ー
内
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー

ル○
持
ち
込
め
る
も
の　

陶
磁
器
、

家
庭
金
物
、
廃
食
油
な
ど
。
詳
細

は
、
ご
み
減
量
課
（
11
７
９
７
・

０
５
３
０
）
へ
。

リ
サ
イ
ク
ル
広
場

ま
ち
だ

オ
ー
プ
ン
し
ま
す

ご
利
用
下
さ
い

講
師
派
遣
制
度

　

グ
ル
ー
プ
・
団
体
が
自
主
的
に

企
画
し
、
会
員
以
外
に
広
く
参
加

を
呼
び
か
け
、
公
開
し
て
実
施
す

る
学
習
会
・
講
演
会
に
講
師
を
派

遣
し
ま
す
。

※
講
師
の
選
定
・
交
渉
、
会
場
の

確
保
等
の
事
業
運
営
は
団
体
が
行

っ
て
下
さ
い
。
年
１
回
、
２
万
円

（
源
泉
徴
収
税
額　

％
を
含
む
）

１０

以
内
で
講
師
謝
礼
を
お
支
払
い
し

ま
す
。

※
定
例
的
に
団
体
を
指
導
し
て
い

る
講
師
や
団
体
の
会
員
が
講
師
に

な
る
場
合
、
及
び
政
治
・
宗
教
・

営
利
活
動
を
目
的
と
し
た
内
容
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

○
対
象
団
体　

次
の
①
〜
③
す
べ

て
に
該
当
す
る
団
体
①
市
内
で
継

続
的
に
活
動
し
、
市
の
補
助
金
を

受
け
て
い
な
い
②
会
員　

人
以
上

１５

で
そ
の　

％
以
上
が
市
内
在
住
・

７０

在
勤
・
在
学
③
団
体
の
代
表
者
ま

た
は
事
務
取
扱
者
が
市
内
在
住

○
対
象
事
業　

団
体
が
自
ら
企
画

し
、
広
く
市
民
に
参
加
を
呼
び
か

け
る
学
習
会
・
講
演
会
等
で
２
０

０
８
年
３
月　

日
ま
で
に
市
内
で

３１

実
施
す
る
も
の

○
申
込
期
限　

２
月　

日
（
金
）

２９

※
①
申
請
に
は
団
体
の
会
則
・
会

員
名
簿
が
必
要
で
す
。
②
事
業
実

施
の　

日
前
ま
で
に
申
請
し
て
下

３０

さ
い
。
③
派
遣
定
数
を
満
た
し
た

時
点
で
終
了
し
ま
す
。

※
申
請
書
の
配
布
と
受
付
は
社
会

教
育
課
（
市
役
所
森
野
分
庁
舎
１

階
、
11
７
２
４
・
２
１
８
１
）
で

行
っ
て
い
ま
す
。

所
得
税
額
特
別
控
除
の
た
め
の

「
住
宅
耐
震
改
修
証
明
書
」
の

発
行
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
一
定
の
用
件
を
満
た

し
た
耐
震
改
修
工
事
を
平
成　

年
１９

中
に
完
了
し
、
改
修
工
事
費
の
支

払
い
が
済
ん
で
い
る
方
に
対
し

て
、
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
必

要
な
「
住
宅
耐
震
改
修
証
明
書
」

を
発
行
し
ま
す
。

　

住
宅
改
修
完
了
報
告
書
、
住
宅

耐
震
改
修
証
明
申
請
書
及
び
対
象

要
件
、
控
除
内
容
、
証
明
書
の
発

行
、
添
付
書
類
に
関
す
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
住
宅
課
で
配
布
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

　

必
要
な
書
類
を
そ
ろ
え
て
、
住

宅
課
に
提
出
し
て
下
さ
い
。
証
明

書
発
行
に
は
二
週
間
ほ
ど
か
か
り

ま
す
。
申
請
を
受
け
た
そ
の
場
で

の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
下
さ
い
。

※
申
請
は
、
市
役
所
中
町
第
三
庁

舎
１
階
の
住
宅
課
（
11
７
０
９
・

０
５
７
９
）
へ
。

【
第
８
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期

限
は
３
月　

日
で
す
】

３１

　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺

族
で
、
平
成　

年
４
月
１
日
に
お

１７

い
て
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
等

を
受
け
る
方
が
い
な
い
場
合
に
、

額
面　

万
円
、　

年
償
還
の
記
名

４０

１０

国
債
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
ご
遺
族
は
次
の
順

番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一

人
で
す
。

１
、
弔
慰
金
の
受
給
権
者

２
、
戦
没
者
等
の
子

３
、
次
の
要
件
を
満
た
す
戦
没
者

等
の
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄

弟
姉
妹

・
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
戦
没

者
等
と
生
計
関
係
を
有
し
て
い
る

こ
と

・
平
成　

年
４
月
１
日
に
お
い

１７

て
、
遺
族
以
外
の
者
の
養
子
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と

・
平
成　

年
４
月
１
日
に
お
い

１７

て
、
遺
族
以
外
の
者
と
氏
を
改
め

戦
没
者
の
遺
族
の

皆

さ

ん

へ

る
婚
姻
を
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま

た
は
遺
族
以
外
の
者
と
事
実
上
の

婚
姻
関
係
に
な
い
こ
と

４
、
前
記
３
に
該
当
し
な
い
戦
没

者
等
の
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母
④

兄
弟
姉
妹
⑤
上
記
以
外
の
三
親
等

内
親
族
で
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま

で
引
き
続
き
１
年
以
上
戦
没
者
等

と
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方

※
支
給
対
象
遺
族
は
、
戦
没
者
等

の
死
亡
当
時
に
現
存
し
て
い
た
こ

と
が
要
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な

お
、
子
に
つ
い
て
は
戦
没
者
等
の

死
亡
当
時
の
胎
児
も
含
ま
れ
ま

す
。

○
請
求
期
限　

３
月　

日
（
月
）

３１

○
請
求
先　

福
祉
総
務
課
11
７
２

４
・
２
５
３
７
、
6
７
２
４
・
１

１
８
７

○
受
給
権
に
関
す
る
相
談　

町
田

市
福
祉
総
務
課
ま
た
は
東
京
都
福

祉
保
健
局
生
活
福
祉
部
計
画
課
恩

給
係
（
11　

・
５
３
２
０
・
４
０

０３

７
７
、
6　

・
５
３
８
８
・
１
４

０３

０
３
）
へ
。

デ
イ
銭
湯
の
ご
案
内

【
お
風
呂
屋
さ
ん
で
、
の
ん
び
り

楽
し
く
介
護
予
防
・
健
康
増

進
！
】

　

市
で
は
市
内
３
か
所
の
銭
湯
を

会
場
と
し
て
、
介
護
予
防
・
健
康

増
進
を
図
り
、
地
域
の
人
々
の
交

流
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
デ
イ
銭
湯
を
毎
月
開
催
し
て

い
ま
す
。
入
浴
時
間
も
あ
り
ま
す

の
で
、
地
域
の
方
お
誘
い
の
う

え
、
ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
。

※
申
込
み
は
不
要
で
す
。
各
銭
湯

へ
直
接
お
い
で
下
さ
い
。

○
対
象　
　

歳
以
上
の
方

６５

○
時
間　

午
前　

時
〜
午
後
２
時

１１

○
会
場
・
期
日　

梅
の
湯
（
森
野

４－

７－

　

、
11
７
２
２
・
１
３

１３

０
５
、
当
月
の
第
２
・
４
回
目
の

月
曜
日
）
▽
大
蔵
湯
（
木
曽
町
５

２
２
、
11
７
２
３
・
５
６
６
４
、

当
月
の
第
２
・
４
回
目
の
水
曜

日
）
▽
金
森
湯
（
金
森
１
１
７
７

－

１
、
11
７
９
６
・
５
９
２
６
、

当
月
の
第
２
・
４
回
目
の
金
曜

日
）

○
費
用　

３
０
０
円

□問
 

高
齢
者
福
祉
課
11
７
２
４
・
２

１
４
６

地
域
・
テ
ー
マ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

協
働
事
業
補
助
制
度

【
地
域
の
と
り
く
み
を
応
援
し
ま

す
！
】

　

町
内
会
・
自
治
会
や
子
ど
も
会

な
ど
の
地
域
の
団
体
（
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
）
と
、
専
門
の
テ
ー
マ

を
持
っ
て
活
動
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
（
テ

ー
マ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
が
連
携
・

協
力
し
て
事
業
を
行
う
場
合
に
、

そ
の
事
業
費
を
補
助
し
ま
す
。

○
補
助
対
象　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
（
町
内
会
・
自
治
会
、
子
ど
も

会
、
商
店
会
、
婦
人
会
、
お
や
じ

の
会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
地
域
の
ま
ち
づ

く
り
団
体
な
ど
）
ま
た
は
、
テ
ー

マ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
、
任
意
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

な
ど
）

○
補
助
金
額　

事
業
に
必
要
な
経

費
の
４
分
の
３
以
内
（
上
限
は　
１０

万
円
）

○
申
し
込
み　

２
月　

日
（
金
）

２９

ま
で

※
希
望
す
る
団
体
に
つ
い
て
は
、

市
民
活
動
振
興
課
（
11
７
２
３
・

２
８
９
１
）
へ
ご
相
談
下
さ
い
。

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

【
く
ら
し
に
役
立
つ
料
理
教
室　

手
づ
く
り
豆
腐
づ
く
り
〜
国
産
大

豆
を
使
っ
て
】

　

遺
伝
子
組
み
換
え
大
豆
に
つ
い

て
の
情
報
提
供
と
表
示
の
読
み
取

り
を
学
び
な
が
ら
体
験
し
ま
す
。

○
対
象　

市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方

※
初
め
て
参
加
す
る
方
及
び
男
性

の
方
を
優
先

○
日
時　

①
２
月　

日
（
金
）
、

１５

②
２
月　

日
（
土
）

１６

○
時
間　

午
前　

時
〜
正
午

１０

○
会
場　

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

○
講
師　

コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
技
術

教
育
研
究
会
・
福
岡
ひ
と
み
氏

○
定
員　

各
回　

人
（
抽
選
）

２４

○
費
用　

２
０
０
円

○
申
し
込
み　

１
月　

日
午
前
９

１１

時
〜　

日
午
後
６
時
に
電
話
で
町

２１

田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
11
７
２

４
・
５
６
５
６
）
へ
。

※
申
し
込
み
は
ど
ち
ら
か
１
回
で

す
。

※
託
児
希
望
の
方
は
申
し
込
み
の

際
に
申
し
出
下
さ
い
（
２
歳
以

上
、
人
数
制
限
あ
り
）
。

□問
 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
11
７
２
５

・
８
８
０
５

体を動かした�
あとは…�


